
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
八
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
件

三
八
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
二
件

三
九
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
九
二

公

告

○
都
市
計
画
法
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
件

三
九
二

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
ピ
ー
チ
パ
イ
な
が
さ

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
原
東
五
〇
―
一

平
成
二
六
年
四

わ
整
形
外
科

月
一
日

さ
と
う
胃
腸
科
内
科

同

市
鳥
谷
野
字
宮
畑
九
三
―
三

同

日

サ
ポ
ー
ト
二
四
笹
谷
ク
リ
ニ
ッ

同

市
笹
谷
字
稲
場
二
三
―
四

同

年
五

ク

月
一
日

い
が
ら
し
内
科
・
消
化
器
内
科

同

市
飯
坂
町
平
野
字
道
下
九
―
七

同

年
六

ク
リ
ニ
ッ
ク

月
一
日

池
田
医
院

同

市
飯
坂
町
字
若
葉
町
五

同

年
五

月
一
日

医
療
法
人
育
慈
会
い
わ
し
な
ク

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
米
字
西
原
三
―

同

年
四

リ
ニ
ッ
ク
（
歯
科
）

五

月
七
日

カ
ワ
チ
薬
局
福
島
南
店

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
五
一

同

年
六

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

な
が
さ
わ
整
形
外
科

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
原
東
五
〇
―
一

平
成
二
六
年
三

月
三
一
日

池
田
医
院

同

市
飯
坂
町
字
若
葉
町
五

同

年
四

月
三
〇
日

さ
と
う
胃
腸
科
内
科
医
院

同

市
鳥
谷
野
字
宮
畑
九
二
―
一

同

年
三

月
三
一
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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医
療
法
人
斉
須
会
斉
須
歯
科
医

白
河
市
東
深
仁
井
田
字
道
山
下
一
〇
―

同

日

院

二

医
療
法
人
斉
須
会
泉
崎
歯
科
医

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
下
宿
八

同

日

院

〇

医
療
法
人
育
慈
会
い
わ
し
な
ク

同

郡
西
郷
村
大
字
米
字
西
原
三
―

同

年
一

リ
ニ
ッ
ク
（
歯
科

矯
正
歯
科

五

月
一
日

小
児
歯
科

歯
科
口
腔
外
科
）

カ
ワ
チ
薬
局
福
島
南
店

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
五
一

同

年
五

月
三
一
日

調
剤
薬
局
け
や
き
鹿
島
店

南
相
馬
市
鹿
島
区
鹿
島
字
町
一
五
七

同

年
三

月
三
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

名

称

事
務
所
の
所
在
地

せ
せ
ら
ぎ

南
会
津
郡
南
会
津

医
療
法
人
南
嶺

福
島
県
南
会
津
郡

平
成
二
六
年
三

訪
問
看
護

町
片
貝
字
根
木
屋

会

南
会
津
町
片
貝
字

月
一
日

ス
テ
ー
シ
ョ

向
一
六

根
木
屋
向
一
六

ン

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

ふ
よ
う
薬
局

伊
達
郡
桑
折
町
字
上
町
七
五
―
一
二

平
成
二
六
年
三

月
一
七
日

医
療
法
人
に
し
は
ら
歯
科
ク
リ

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
下
柳
町

平
成
二
三
年
三

ニ
ッ
ク

二
一

月
一
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

再
開
年
月
日

南
相
馬
市
立
小
高
病
院

南
相
馬
市
小
高
区
東
町
三
―
八

平
成
二
六
年
四

月
二
三
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

早
坂
祥
子

福
島
市
方
木
田

フ
レ
ア
ス
在
宅

福
島
市
南
中
央
一
―
五

平
成
二
六
年

字
永

六
―
一
―

マ
ッ
サ
ー
ジ
福

ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
Ａ
―
一

五
月
二
四
日

二

島

小
島
る
み

同

市
本
内
字

中
央
在
宅
マ
ッ

同

市
三
河
北
町
二
―

同

年

北
古
館
一
一
―

サ
ー
ジ

八
―
三
〇
六

四
月
一
日

一
一

有
賀
義
勝

河
沼
郡
湯
川
村

ふ
れ
あ
い
心
の

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
市

同

年

桜
町
字
明
堂
七

サ
ー
ビ
ス
会
津

中
四
番
甲
三
七
九
六
―

二
月
一
日

一

坂
下
店

八

安
齋
昌
弘

二
本
松
市
油
井

黄
進
閣
鍼
灸
院

二
本
松
市
油
井
字
八
軒

同

年

字
八
軒
町
六
七

町
六
六

七
月
一
日

矢
吹
賢
治

石
川
郡
石
川
町

矢
吹
鍼
灸
マ
ッ

石
川
郡
石
川
町
字
長
久

同

日

字
長
久
保
二
七

サ
ー
ジ
院

保
二
七
四
―
五
四

四
―
五
四

高
久
幸
一

西
白
河
郡
矢
吹

高
久
東
洋
堂

西
白
河
郡
矢
吹
町
中
畑

同

日

町
中
畑
八
一
六

八
一
六

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

薄
井
勉

白
河
市
白
坂
三

野
の
花
治
療
院

白
河
市
白
坂
三
輪
台
二

平
成
二
六
年

輪
台
二
三
六
―

三
六
―
三

七
月
一
日

三

泉
俊
行

南
相
馬
市
原
町

泉
鍼
灸
院

南
相
馬
市
原
町
区
上
渋

同

日

区
上
渋
佐
字
原

佐
字
原
田
一
三
五
―
二

田
一
三
五
―
二

安
齋
昌
弘

二
本
松
市
油
井

黄
進
閣
鍼
灸
院

二
本
松
市
油
井
字
八
軒

同

日

字
八
軒
町
六
七

町
六
六

米
良
道
忠

同

市
亀
谷

亀
谷
池
ノ
入
は

同

市
亀
谷
一
―
七
―

同

日

一
―
三

り
き
ゅ
う
マ
ッ

二

サ
ー
ジ
米
良
治

療
院

渡
部
義
雄

伊
達
市
保
原
町

渡
部
治
療
院

伊
達
市
保
原
町
字
宮
下

同

日

字
宮
下
一
五
〇
―

一
五
〇
―
五

五

矢
吹
賢
治

石
川
郡
石
川
町

矢
吹
鍼
灸
マ
ッ

石
川
郡
石
川
町
字
長
久

同

日

字
長
久
保
二
七

サ
ー
ジ
院

保
二
七
四
―
五
四

四
―
五
四

藤
川
英
樹

田
村
郡
三
春
町

田
村
鍼
灸
接
骨

田
村
郡
三
春
町
狐
田
字

同

日

狐
田
字
狐
田
六

院

狐
田
五
七
―
二

四

高
久
幸
一

西
白
河
郡
矢
吹

高
久
東
洋
堂

西
白
河
郡
矢
吹
町
中
畑

同

日

町
中
畑
八
一
六

八
一
六

渡
部
正
司

河
沼
郡
会
津
坂

は
り
・
灸
・
マ
ッ

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
牛

同

日

下
町
牛
川
字
村

サ
ー
ジ
指
圧
治

川
字
村
中
甲
二
三
九
一

中
甲
二
三
九
一

療
若
宮
重
陽
院

竹
本
利
光

大
沼
郡
会
津
美

竹
本
鍼
灸
治
療

大
沼
郡
会
津
美
里
町
永

同

日

里
町
勝
原
字
西

院

井
野
字
下
川
原
七
〇

勝
七
五

�
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（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る

施
術
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

所

在

地

氏

名

住

所

名

称

変

更

前

変

更

後

桂
隆
亮

伊
達
市
保
原
町
字

整
骨
院
桂

福
島
市
森
合
町
一

福
島
市
野
田
町
五
―

西
町
九
二
―
一

五
―
一

四
―
四
五

（
社
会
福
祉
課
）

公

告

公
告
第
二
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
都
市
計

画
に
係
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
六
年
九
月
五
日
（
金
）

午
後
七
時
か
ら

場
所

い
わ
き
市
平
字
梅
本
二
十
一

い
わ
き
市
役
所
本
庁
舎
八
階
会
議
室

二

公
聴
会
の
案
件

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案

三

公
述
人
の
資
格

公
述
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
い
わ
き
都
市
計
画
区
域
内
の
住
民
に
限
る
。

四

公
述
人
の
申
出

公
述
人
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
日
（
火
）
ま
で
に
、
別
記
様
式
に
よ
る

公
述
申
出
書
を
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
又
は
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
を
経
由
し
て

知
事
に
提
出
し
て
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

五

そ
の
他

１

福
島
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
述
人
の
数
若
し
く
は
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
又
は
公
述
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
述
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
。

２

こ
の
公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
変
更
の
案
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
福

島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
又
は
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

３

こ
の
公
聴
会
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
福
島
県

い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
又
は
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。

別
記
様
式

公
述

申
出

書
平
成

26年８
月

19日付
け
福
島
県
報
に
登
載
さ
れ
た

「い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案

」

に
関
し

次
の
と
お
り
公
述
を
申
し
出
ま
す

、
。

平
成

26年
月

日
福
島
県
知
事

佐
藤

雄
平

公
述
申
出
人

住
所

氏
名

１
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

２
意
見
の
要
旨

注

「意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

」及
び

「意
見
の
要
旨

」に
つ
い
て
は

､日
本
工
業
規
格

Ａ
列
４
番
の
大
き
さ
の

400字詰
め
原
稿
用
紙
１
枚
以
内
に
横
書
き
の
こ
と

｡
（
都
市
計
画
課
）
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